
令和4年5月24日

業者各位

　令和4年5月27日～令和4年5月31日入札執行の予定である
「羽曳野市立河原城中学校バリアフリー等改修工事基本設計及び実施設計業務」の仕様に
ついて質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

№ 質疑事項 回答

1
Ⅰ.4(1)ア法遡及適用に必要な既存建物の改修工事の改修項目
をご指示ください。

・延焼ラインに係るアルミサッシ改修等
・防火戸改修
・防火シャッター改修
・自動火災報知設備の改修
・非常警報器具及び設備の改修
その他監督員との協議によります。

2
Ⅰ.4(1)イ既存トイレの改修工事（乾式・洋式化）の場所及び規模
がわかる資料をご提示ください。

別紙「トイレ位置及び業務対象位置図」参照してください。

3
Ⅰ.4(1)ウ公共下水道への接続工事の公共下水道の位置及び
既設浄化槽の位置を教えてください。

別紙「公共下水道位置図」参照してください。

4
Ⅰ.4(1)エ避難所機能整備工事とは具体的な内容をご指示くださ
い。

・屋内体育館からトイレのある校舎への段差解消及び校舎
内段差解消（エレベーター等の昇降機による段差解消は
見込みません。）
・下足室の電動シャッターを手動式開きドアへの改修
・給水設備や備蓄庫の設備等の防災機能の追加
その他監督員との協議によります。

5
Ⅰ.4(1)オ保健室・トイレ整備とは、保健室内に新たにトイレを整
備するのでしょうか。

既設保健室の移設改修及び移設先保健室付近のトイレ整
備を行うものです。

6
Ⅰ.4(2)「アスベスト調査箇所数が減った場合は減額とする」と記
載がありますが、増えた場合は増額となるのでしょうか。

アスベスト調査箇所の増加は見込んでおりませんが、本業
務施行に際し、調査箇所の増加が必要となる場合は、監
督員との協議によります。

7
Ⅰ業務概要、４本業務の概要、(1)改修工事の概要　ウ　公共下
水道への接続工事とありますが、既設の浄化槽は撤去と考えて
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8

Ⅰ業務概要、４本業務の概要、(2)設計にあたり、次の内容を考
慮すること。　イ運動場等の雨水排水機能を改善させる対策を
検討とありますが、現状水はけがよくないのでそれを改善すると
いう意味でしょうか。

水はけ改善を含めた運動場の整備は２期工事で本格的に
行いますが、それに付随する排水機能の検討をします。

質疑回答事項通知書



9

Ⅰ業務概要、４本業務の概要、(2)設計にあたり、次の内容を考
慮すること。『運動場等の雨水排水機能を改善させる対策を検
討』について、改修工事の概要に運動場の改修とありません
が、今回の業務では検討のみと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

10

今回業務の対象部分の平面図を御提示いただけませんでしょう
か。
また、トイレ改修箇所も併せて御提示いただけませんでしょう
か。

別紙「トイレ位置及び業務対象位置図」参照してください。

11
Ⅰ業務概要、４本業務の概要、(1)改修工事の概要　エ　避難所
機能整備工事とありますが、具体的な改修内容と範囲をお教え
ください。

質疑Ｎｏ４のとおりです。

12
Ⅰ業務概要、４本業務の概要、(1)改修工事の概要　イ既存トイ
レの改修工事にあたり、仮設便所の設置は不要と考えてよろし
いでしょうか。

不要と考えておりますが、学校施設管理者との協議により
本業務内で検討します。

13
Ⅲ設計特記仕様、１業務内容、(1)標準業務、ア基本設計　に生
徒が考えたトイレプランニング、デザイン等その他提案とありま
すが、提案いただける時期をお教えください

7月中を予定しています。

14
Ⅲ設計特記仕様、５成果品　(1)成果品　ア基本設計図書にパー
スとありますが、内観パース１アングル　Ａ３サイズと考えてよろ
しいでしょうか。

パースについては、本業務にて改修する箇所を数枚程度
と考えておりますが、学校施設管理者及び監督員との協
議によります。

15

業務仕様書（設計）P11　基本計画方針の概要
「・・・工事全体を、１期工事と２期工事に分割」とありますが、基
本設計及び実施設計・積算の成果物は全て２種に分けて作成と
のことですか。

本業務は第1期工事に係る基本設計及び実施設計となり
ます。よって成果物は第1期工事に対しての作成が必要と
なります。

16

同上
「１期工事は、避難時に避難所として使用するための機能強化
及びバリアフリー化・・・」とありますが、具体的な改修内容が判
る資料をご提示ください。

質疑Ｎｏ４のとおりです。

17

同上
「市で整備を進める公共下水道への接続工事は・・・」とあります
が、具体的な改修内容が判る資料をご提示ください。（また、既
存に浄化槽がある場合は、その撤去工事は本設計業務でしょう
か。）

質疑Ｎｏ３及びＮｏ７のとおりです。

18

同上
「２期工事は、１期工事で行われなかった整備工事・・・」とあり、
改修工事の概要がありますが、具体的な対象部位が不明です
ので、内容が判る資料をご提示ください。

１期工事の対象範囲は別紙「トイレ位置図及び業務対象
位置図」を参照してください。２期工事対象範囲については
現段階では提示いたしません。



19

同上
１期・２期工事とも電気設備・機械設備工事に関する内容が不
明で、建築工事に伴う改修工事を行うとありますが、建築工事
に伴わない工事は全て本設計業務外と考えてよろしいですか。
（例：照明ＬＥＤ化、空調・換気設備の更新等）

本業務に係る箇所については、仕様書の「Ⅰ業務概要　４.
本業務の概要（１）改修工事の概要」で示している部分は
電気設備、機械設備工事は対象となります。その他につい
ては監督員との協議によります。

20

同上
「尚、工事期間中は、グランド内に仮設校舎を用意する・・・」とあ
りますが、規模・必要室等の内容が不明です。配置検討、仮設
校舎の基本設計、実施設計・積算は全て本業務外と考えてよろ
しいですか。

お見込みのとおりです。

21

同上
「位置図」に校舎らしきものには赤囲いがあり、本設計業務の範
囲でしょうか。また、体育館らしきものには、赤囲いがありません
ので本設計業務外と考えてよろしいでしょうか。

本業務の対象は主に赤囲部分となりますが、詳細は別紙
「トイレ位置図及び業務対象位置図」を参照してください。


